
浜川運動公園 震災時 対応マニュアル 

 

◇ 想定震度と配備基準 

震度４    ： 初動体制     （状況確認・応急対応・情報共有） 

震度５弱以上 ： 警戒体制・非常態勢（本マニュアルで対応） 

 

◇ 被害のケース予測 

 【人的】利用者にケガ人が発生 

【建物】体育館や各管理事務所など園内建物に損傷が生じる。 

また、躯体に被害は及ばなくともガラスの破損などが生じる。 

各施設の火気使用設備付近から火災が発生する。 

【設備】停電により電気設備機能を失う。 

     または、電線類破断により感電の恐れが発生する。 

【設備】水道管が破断し、園内の水道供給がストップする。 

     または、給水施設が損壊し、漏水する。 

【設備】LP ガスの緊急停止により、エネルギー供給が絶たれる。 

【塔類】公園灯・案内板・モニュメント等が、倒壊する。 

【樹木】高木の倒木や、太い幹などが落下する。 

【平面】園内の園路、駐車場等の舗装の一部に、段差が生じる。 

 

◇ 利用者の行動予測 

①  公園利用者の一部が混乱を起こす。 

②  園内の損壊情報が入る。 

③  利用者の数名が園内でケガをし、管理事務所に手当てを求めてくる。 

～ 上記は震度４でも生じる可能性有り ～ 

④  建物倒壊・火災により道路に避難していた周辺住民が、その後の余震を恐れて園内に避難

してくる。 

⑤  自動車を使った避難者が、園内に避難してくる。 

⑥  他の避難所に入れない避難者（ペット同伴者など）等が園内に避難してくる。この避難者

の多くが自動車で避難してくる。 

⑦  自動車の避難者は駐車場に入ろうとして、駐車場出入口周辺で混雑が生じる。 

⑧  職員（応援・休暇）が到着する。 

⑨  消防や自衛隊等の部隊が徐々に到着する。 

⑩  緊急搬送患者を乗せた緊急車両が到着する。 

⑪  消防や自衛隊、警察が到着し、部隊拠点を設営する。（被災地内広域搬送拠点（SCU）、広

域物資拠点、警察進出拠点、自衛隊・消防・警察の災害派遣活動拠点） 

⑫  広域物資拠点運営のための職員が到着する。 

⑬  部隊や広域物資拠点の活動がシステム化され、園内の混乱は沈静化する。 

⑭  部隊や広域物資拠点の活動要請がほとんど無くなってくる。 

⑮  通常利用への復旧 

※ 勤務時間帯外の場合は④からはじまる。 

 



◇ 時間帯・曜日別の公園現況 

  a 平日 b 週末・イベント時 

① 勤務時間帯 

8:30～17:15 

公園管理職員等  ２１名 公園管理職員等  １４名 

 ・ 駐車場をはじめ、各施設とも利

用に対する十分な空間的余裕があ

る。 

・ 各種教室や個人利用などで運動

施設を利用しにくる利用者が主体

となる。 

・体育館や夏季のプールは、利用率

が高い。 

・通常の週末は、ほとんどの施設で

各種大会が開催されることが多く、

運動施設を利用しにくる利用者が

主体となるが、各種イベントが重な

り利用者が多い場合は、駐車場が満

車となる。 

・家族連れが多く、各施設が利用さ

れる。 

② 勤務時間帯 

17:15～21:00 

公園管理職員等  ６名 公園管理職員等  ２名 

 ・体育館、競技場、テニスコート, 

会議室は年間を通じて夜間利用（18 

時～21 時）が行われている。 

・駐車場をはじめ、各施設とも利用

に対する十分な空間的余裕がある。 

・通学等の通過利用あり。 

・大規模大会が無ければ、平日とほ

ぼ同じ。 

③勤務時間帯外 

21:00～8:30 

職員不在（機械警備） 職員不在（機械警備） 

 ・駐車場は 24 時間解放、各種運動

施設は閉鎖され、夜間利用時間帯以

後は利用者の姿は殆どみられない。 

・早朝から散歩、ジョギングを行う

利用者が増えてくる。 

・公園の状況は平日とほぼ同じ 

 

◇ 時間帯別の公園現況から捉えた発災時の留意事項 

〇 公園管理者の不在時における必要人員の確保 

〇 公園利用者の安全確保及び誘導（特に災害弱者への対応）イベント主催者の対応 

〇 災害利用機能転換に伴う対応 

  



◇初動時の配備体制 

6 カ所の事務所はそれぞれ配備態勢を整え、マニュアル通り行動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

配備係名 所属 役職 氏名 

総括責任者 スポーツ公園施設部 部長 職員① 

体

育

館 

副責任者 体育館管理課 課長 職員② 

連絡係 体育館管理課 主査 職員③ 

パトロール係 体育館管理課 主査 職員④ 

支援係 体育館管理課 主任主事 職員⑤ 

競

技

場 

副責任者 競技場管理課 課長 職員⑥ 

連絡係 浜川競技場・浜川運動公園 嘱託 嘱託⑦ 

パトロール係 浜川競技場・浜川運動公園 嘱託 嘱託⑧ 

支援係 浜川競技場・浜川運動公園 嘱託 嘱託⑨ 

プ

ー

ル 

副責任者 プール管理課 課長 職員⑩ 

連絡係 プール管理課 主査 職員⑪ 

パトロール係 プール管理課 主査 職員⑫ 

支援係 プール管理課 主査 職員⑬ 

宇

津

木 

副責任者 体育館管理課ソフトボール担当 課長 職員⑭ 

連絡係 体育館管理課ソフトボール担当 主事 職員⑮ 

パトロール係 体育館管理課ソフトボール担当 嘱託 嘱託⑯ 

支援係 体育館管理課ソフトボール担当 臨時 臨時⑰ 

善

造 

副責任者 体育館管理課テニスコート担当 課長 職員⑱ 

連絡係 体育館管理課テニスコート担当 主任主事 職員⑲ 

パトロール係 体育館管理課テニスコート担当 再雇用職員 再雇用⑳ 

支援係 体育館管理課テニスコート担当 嘱託 嘱託㉑ 

サ

ッ

カ

ー 

副責任者    

連絡係    

パトロール係    

支援係    

※各係の人員について、配属（異動等）に伴い別途、再作成すること。 

※各施設・ゾーンごとに割当てすること。 

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ係 

園内巡視、被害状況

把握、来園者誘導、

応急対策実施等 

総括責任者 

副責任者（各施設） 

連絡係 

情報の収集と報告 
支援係 

管理事務所での建物

点検、救護、物資の

管理等 

現時点ではテニスコート担当が兼務する。 



◇ 指定管理者が行う平常時における防災への取組 

１ 震災時利活用施設等の維持管理 

（1）施設の日常点検 

震災時に利活用が想定される施設の点検周期、方法等を定めたチェックリストを作成し

パトロールを実施する。 

・基本的に月１回、震災時のパトロールコースを、異状の有無や動作等を確認しながら

巡回する。 

・法定点検が必要な施設は、スケジュールを定め実施する。 

（2）備品類の日常点検 

・毎年１回以上、動作や残量の確認等の総点検を行い、必要な交換や更新を行う。 

・防災対策に常備しておくべき資機材及び救急医薬品はリストを作成し、管理事務所の

分かりやすい場所に保管する。 

・通常業務に使用するものは、使用後に必ず保管場所に戻す。別の場所に保管する場合

は所在を記入した案内図を備えつけ、非常時に確実に使用できるようにする。 

２ 意識向上と行動訓練 

（1）意識向上の取組 

①指定管理者職員の意識向上 

・職員各自が震災対応について理解しておく。 

・家族との連絡方法や個人として参集時に持参するものは常時から備えて、緊急時には

震災対応に専念できるようにする。 

・常に防災関連情報の収集を心がけ、防災に関連する講習や研修会に参加することが望

ましい。 

     救命講習、ＡＥＤ講習等 

②利用者・近隣住民への働きかけ 

・具体的な施設の利活用のパネル、実際に使用する備品類の展示など、公園の災害時対

応についての情報の周知、普及について検討する。 

（2）行動訓練 

①指定管理者職員 

・震災時利活用施設の点検に合わせ、公園利用者の避難誘導や救急活動等の訓練を実施

する。（年１回以上） 

・年１回以上の勤務時間外の参集訓練を実施すること。 

② 市町村等（自主防災組織等）との連携 

・意見交換 

定期的に震災時対応についての意見交換の機会を持ち、施設の改修や社会状況の変化

に応じたマニュアルの見直し等を協議する。 

・初動対応 

施設の解錠施錠や避難車両誘導等について協議し、初動対応の協力体制を確立する。 

・共同での訓練、体験イベント 

 

※高崎市と共同で行うなど、初動対応訓練の実施を検討する。より多くの参加に向け、炊き出し

体験や施設利用体験などを含んだ住民参加イベントの開催も検討する。年１回以上の共同訓練や体

験イベントの開催が望ましい。  























浜川運動公園拡張整備事業 災害時配置計画図（短期）

浜川運動公園

高崎北高校

④災害備蓄倉庫

浜川運動公園
拡張地

②ヘリポート

⑤消防・救護・医療
救護活動支援用地

③緊急輸送物の中継・
受入れ・一時保管場所

（輸送拠点） ①本部スペース
（防災センター）

⑩がれき等
集積箇所

管理事務所

管理事務所

車両基地283台
（普通270、バス13）

宇津木スタジアム駐車場97台
（普通90、軽1、車いす4、バス2）

第2ソフト駐車場108台
（普通107、軽1）

多目的駐車場10,000㎡/1,000人
又は250台（普通250）

テニス駐車場52台
（普通42、軽6、車いす4）

第3第4ソフトボール場エリア
20,000㎡/2,000人

宇津木スタジアムエリア
9,000㎡/900人

第2ソフトボール場エリア
9,000㎡/900人

清水善造メモリアルテニスコートエリア
25,000㎡/2,500人

室内練習場エリア
2,600㎡/260人

管理事務所

サッカーラグビー場27,000㎡
南側駐車場13,000㎡
40,000㎡/4,000人

・車両避難1,047台×2人＝2,094人
（普通999、軽10、車いす23、バス15）

・持ち込みテント11,560人
（テント10㎡/人）

〇収用困難者12,540人＜ 13,654人

体育館駐車場120台
（普通116、軽2、車いす2）

競技場駐車場101台
（普通98、車いす3） プール駐車場143台

（普通138、車いす5）

南側駐車場143台
（普通138、車いす5）



浜川運動公園拡張整備事業 災害時配置計画図（長期）

浜川運動公園

高崎北高校

⑥救援・復旧活動基地
自衛隊等駐屯

管理事務所

④災害備蓄倉庫

車両基地

浜川運動公園
拡張地

②ヘリポート

⑤消防・救護・医療
救護活動支援用地

③緊急輸送物の中継・
受入れ・一時保管場所

（輸送拠点）

①本部スペース
（防災センター）

⑩がれき等
集積箇所

⑨仮設住宅スペース

管理事務所

管理事務所

サッカーラグビー場27,000㎡
南側駐車場13,000㎡
40,000㎡/5,333人

清水善造メモリアルテニスコート25,000㎡
多目的広場10,000㎡

ソフトボールエリア20,000㎡
55,000㎡/7,333人

⑨仮設住宅スペース

〇仮設住宅12,666人
（30㎡/戸/4人7.5㎡/人）
収用困難者12,540人＜12,666人


